
（共済組合提出用）

育児時短勤務に係る子が２歳に達したため（請求期間の終わりは、子の２歳の誕生日の前々日を記入してください。）

本来の所定勤務時間へ復帰したため

新たに、産前産後休業、介護休業または育児休業を開始したため

その他、1～3以外の理由（理由:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所属所長

【所属所添付書類】

1 育児時短勤務に関する所属機関の長の証明書等、育児時短勤務の開始から終了（予定）年月日が確認できる書類の写し

2 育児時短勤務手当金に係る報酬支給額証明書（所属所長又は給与担当者の証明印が必要です。）

3 その他、共済組合が必要に応じて提出を求める書類(「育児時短勤務手当金請求に係る添付書類一覧」280時短参考)
備考

1 支給対象月の初日から末日まで引き続いて組合員である方が２歳に満たない子を養育するために育児時短勤務の承認を受けて勤務

時間を短縮したときに対象となります。

2 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額（上限あり）の100分の90に

相当する額未満であるときは100分の10、100分の90を超える場合、一定の割合で逓減するように総務省令で定める率で算定します。

（支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の100％以上であるときや、

　支給限度額以上である場合等は育児時短勤務手当金は支給されません。）

3 雇用保険法による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金等の支給を受けることができるときは、育児時短勤務手当金は

支給されません。
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日月

上記のとおり請求いたします。

令和 月 日年

千葉県市町村職員共済組合理事長 殿

請求者氏名

氏名

令和

保健課長 課長補佐 保健係長 主  任 支
出
決
定
伺

職名

生 年 月 日

３昭和
年 月 日４平成

日

年 月

年

組合受付印 組合再受付印 上記の事項は、事実に相違ないことを証明します。

所属所番号 組合員等番号 所 属 機 関 名 所 在 地

育 児 時 短 勤 務 に 係 る 子 の 生 年 月 日

１男　２女 ５令和 年 月

育 児 時 短 勤 務 手 当 金 支 給 終 了 月 分 の 請 求 を す る 場 合 、 該 当 す る 事 由 の 数 字 に ○ を つ け て く だ さ い 。

※ 決 定 金 額 （ 共 済 組 合 使 用 欄 ）

円

５令和

280 育児時短勤務手当金請求書

育 児 時 短 勤 務 の 開 始 年 月 日

５令和 年 月 日

組 合 員 氏 名 性 別

１男　２女

育 児 時 短 勤 務 に 係 る 子 の 氏 名

育 児 時 短 勤 務 終 了 ( 予 定 ) 年 月 日

５令和

性 別

日

請求期間（実際に育児時短勤務を行った請求期間の暦月ごとに、その月の翌月以降に請求してください。）

年 月 日まで

育 児 時 短 勤 務 を 開 始 し た 月 の 標 準 報 酬 月 額

等級 円

月年 日から　令和令和

１２７ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号柏市

柏市長　太　田　和　美


